
  令和４年第２８回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和４年８月２４日（水）                 

午前１１時５５分まで 

出 席 者 
委 員 小井委員長、本橋職務代理、梅田委員、與川委員 

事務局 江川局長、油川次長、増田担当係長 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人        なし 

委 員 長 これから第２８回定例会を開会いたします。 

 報告２８－１ 投票管理者・立会人アンケート結果について及び２８ 

 －２ 投票所庶務主任アンケート結果について一括して事務局から説明 

 をお願いします。 

局  長 （別紙のとおり、投票管理者・立会人アンケート結果について及び投票 

 所庶務主任アンケート結果について説明） 

委 員 長 ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承としま 

 す。続きまして、報告２８－３ 国家賠償請求控訴事件の上告却下につい 

 て事務局から説明をお願いします。 

局  長 （別紙のとおり、国家賠償請求控訴事件の上告却下について説明） 

委 員 長 ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承としま 

 す。続きまして、報告２８－４ 公職選挙法改正要望事項について事務局 

 から説明をお願いします。 

局  長 （別紙のとおり、公職選挙法改正要望事項について説明） 

本橋委員 添付資料に、平成２６年度以降に取り扱った約１３０項目ありますが 

 今回、それ以外に法改正に関する要望事項があればということですか 

局  長 はい、次回の委員会で確認し、要望があれば意見を提出します。 

委 員 長 その他ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承 

 とし、次回の委員会で改正要望があれば、杉並区として提出するか決定を 

 図ります。続きまして、報告２８－５ ９月の日程について事務局から説 

 明をお願いします。 



局  長 （別紙のとおり、９月の日程について説明） 

委員一同 （日程についての確認及び調整を実施） 

委 員 長 ９月の日程についてはよろしいでしょうか、よしければ本件は了承と 

 します。続きまして、協議事項 公開討論会について事務局から説明をお 

 願いします。 

局  長 （第２７回に引き続き、公開討論会について検討結果報告） 

委 員 長  公職選挙法に抵触しない方法をみつけ、かつ、費用対効果が見合う形式 

 での実施を目指さなければならない。 

與川委員 公開検討会について検討していくことはいいことであるが、来年４月 

 の区議会議員選挙で実施するには期間が短く、調査・研究を行う時間が 

 足りないのではないか。選挙管理委員会が実施する以上、失敗してもいい 

 から、取りあえずやってみようという内容での実施はすべきでない。 

委員一同 若年層への啓発は重要だが、急ごしらえで検討すべきではないか、来年 

 の区議会議員選挙で必ず実施しなければならない理由があるのか 

局  長 実施するならば、いつからと目標を定めた方がタイムスケジュールな 

 ども見えてくるので 

委 員 長 実行委員会形式をとるにしても、委員会主導ではなく候補者の声を聴 

 きたいと有権者の意思に基づき発足されるのが理想形だと思います。 

委 員 長 その他ご質問やご意見はありませんか。では、公開討論会については引 

 き続き検討課題とします。次にその他事項①全選連理事会の中止につい 

 て事務局からお願いします。 

局  長 （全選連理事会の中止について説明） 

委 員 長 ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承としま 

 す。続きまして、②東京都明るい選挙推進大会の中止について事務局 

 から説明をお願いします。 



 

局  長 （東京都明るい選挙推進大会の中止について説明） 

委 員 長 ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承としま 

 す。続きまして、③令和４年執行区長・区議会議員補欠選挙時の公費負担 

 額について事務局から説明をお願いします。 

局  長 （令和４年執行区長・区議会議員補欠選挙時の公費負担額について説明） 

本橋委員  本来、あっては成らない事だと思いますが、何名の候補者が該当したの 

 ですか 

局  長  自己負担が発生した候補者は３名です。反対に請求額が限度額を下回 

 っている候補者が１名でした。自己負担額が発生する候補者については 

 既に謝罪と差額についての説明を行いました。限度額を下回った候補者 

 については、今回については公費負担の請求は現請求額で構わない旨の 

 回答を頂いております。 

委 員 長 その他ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら本件は了承 

 とします。次にその他事項④令和４年度常時啓発資材のデザインについ 

 て事務局からお願いします。 

局  長 （令和４年度常時啓発資材のデザインについて説明） 

梅田委員  杉並区らしさを出すために、なみすけもいるデザインの方がよい 

委 員 長 その他ご質問やご意見はありませんか。無いようでしたら、なみすけも 

 取り入れていただき、詳細なデザインについては、明るい選挙推進委員の 

 皆様にお任せします。では、今後の日程の確認をお願いします。 

局  長 （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長 その他ご質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 


